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いま、地域、自治体では、国連・子 どもの権利条約の国内

批准 （ 19 9 4 年）後、子どもの権利条約に依拠 した子ども施

策が 実施 され てき てい ます 。子 どもの 権利 条 約の広 幸臥 子 ど

も計画の策定、条約の子 ども観 に依拠 した子 ども支援、「子

育ち」支援、すなわち子 どもの参カロ、救済、居場所づ くりな

ど、多様 な形 で取 り組 まれて いま す。

そ の中 で最 近で は、 これ らの子 どもの権 利 実現の 取 り組 み

を条例 の制 定 によ り促進 してい こ うとす る 自治体 も増 えて い

ます。子どもの権利の総合条例は、 1年前に比べ て2 ．5 倍、

1 0 にのぽっています （8 2 号参照）。また、子 どもの権利の

理念を基本 においた条例の制定は、子 どもの権利に対 しての

誤角牢や偏見 、反 発な ど がみ られ る社会 状況 の なか で、身 近 な

l l

地域、生活の場での子どもの権利の定着をはかる試みとして

注目さ れ ます。 また 、 これ らの条 例 は、地 方分権 時代 にあ っ

て、従来のような縦割り行政に依拠 した青少年健全育成や子

育て支援、教育施策の個別的な実施を根拠づける法規とは異

なり、地 域 にお ける独 自な子 ども施 策 を総合 的 に企画 し、推

進し、評 価・ 検証 してい く行政 の 営み を根拠 づ ける条 例 と し

て位置づけてお くことが大切です。（喜多・荒牧・森 田・内

田編 『子 ども にやさ しい まちづ くり』日本評 論社 、参照 ）。

そのような特徴を持つ条例の全国的な制定状況を条例の形

式によ って まとめ れ ば、以 下の 通 りとな ります （以 下 は子 ど

もの権利条約総合研究所の分析・調べによる）。

1 0 にのぽる総合的な子どもの権利条例

子 どもの 権利 を総 合的 に保障 しよ うとす る条例 （＝総 合条 例 ）の形 成 は 、2 0 0 0 年 1 2 月 に制 定 され た 「川 崎市 子 どもの

権利 に関する条例」に始まります。（子どもの権利条約総合研究所編 『川崎発・子どもの権利条例』工イデル研究所、参照）。

この条例は、子どもの権利についての理念、家庭・学校・施設・地域など子どもの生活の場での関係づくり、子どもの参加

や救 済 の しくみ 、子 ども施 策の 推進 や検 証の あ り方な ど を規 定 し、子 どもの権 利保 障を総 合 的 にと らえ、理 念、制 度・ しく

み、施 策な どが相 互 に補 完 し合 うよ うな 内容 にな って いま す。 この よ うな総 合 条例 は 、川 崎市 条例 を皮切 りと して 、以下 、

1 0 の 自治 体で制 定さ れま した。

1 ［神奈川県］川崎市子どもの権利に関する条例 （2 0 0 0 年 1 2 月）

2 ［北 ラ毎道奈井 江 町］子 どもの 権利 に関す る条例 （2 0 0 2 年3 月 ）
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3 ［富山県小杉町］子どもの権利に関する条例 （2 0 0 3 年 3 月・市町村合併によ り廃止）

4 ［岐阜県］

5 ［東京都］

6 ［東京都］

7 ［富山県］

8 ［北海道］

9 ［三重県］

1 0 ［岐阜県］

多治見市子どもの権利に関する条例 （2 0 0 3 年 9 月）

目黒区子 ども条例 （2 0 0 5 年 1 1 月）

豊島区子 どもの権利に関する条例 （2 0 0 6 年3 月）

魚津市子 どもの権利条例 （2 0 0 6 年 3 月）

芽室町子 どもの権利 に関する条例 （2 0 0 6 年3 月）

名張市子 ども条例 （2 0 0 6 年 3月）

岐阜市子 どもの権利に関する条例 （2 0 0 6 年3 月）

これ らの総 合条 例 は、個別 具 体的 な制 度・ 仕組 みを 伴 って制 定さ れて いる と ころ に特徴 があ りますが 、そ の有 り様 はぎ ま

ざまで す。子 ども参カロ支援 につい て は、別 表の よ う に6 つ に条例 で 「子 ど も会議 」 を定 めて い ます。 しか し廃 止 され た小杉

町をふ くめ て4 つ の条 例 では参 カロ支 援 の理念 は うた って あ るも のの 具体 的な 制度 に踏 み込 ん でい ませ ん。 おそ らくは子 ど も

の参加主体性や行政の関与の抑制などを配慮 してのことと見ることができます。条例では虐待、い じめなどの権利救済制度

につい て多 く規定 して いま す。 ただ し、子 ども総 合計 画の 立案・ 推進 の静」度 と評 価検 証制度 につい ては 、別主 体 である こ と

を原則 と して どち らかの一 方を選 択 する傾 向が あ ります。

個別制度 に関す る子 どもの権利総合条例の比重較 （小杉町を除く）

喜多作成 （2 0 0 6 年4 月現在）

・ …総合的に子ども施策を推進 していく原則条例

以上のような具体的な施策や御」度の実施を念頭においた総合条例のほか、今後の子ども施策を推進するための原則・理念

等を定 めた条例 も形成 され て きま した。

＜ 子どもの権利に関する施策推進のための原則条例＞

子 どもの 権利の 視 点に立 った子 ども施 策の 推進 を中 心 に した 原則条 例 と して は以 下の よ うなも のがあ ります。 これ らの条

例は、基 本 となる理念 や政 策を示 し、その推 進計画 の策 定 と評 価そ して推 進体制 のあ り方 な どが 定め られる傾 向があ ります。

基本施策 には、子 ども居場所づくり、子どもの参加、虐待の禁止・いじめへの対応、相談・権利擁護などが対象となってい

ますが 、文言 上は子 どもの 保護 や責任 が うたわ れてい る間置喜もあ ります 。

1 大阪府箕面市 「子ども条例」（1 9 9 9 年 9 月）

2 岡山県新庄村 「子ども条例」（2 0 0 2 年 3 月）

3 高 矢口県 「こ ども条例」（2 0 0 4 年 8 月 ）

＜ 子育て支援・次世代育成支援に重点が置かれた条例＞

子育て支援の総合的推進、次世代育成の施策を意識 して制定されてきた条例も制定されてきました。

1 佐賀県神埼町 「子ども条例」（2 0 0 2年 6 月・市町村合併で廃止）

2 北…毎道 「子どもの未来づ くりのための少子化対策推進条例」（2 0 0 4 年 1 0 月）

子どもの権利条約 第 85号・ 20 06年 10 月 15 日号

川崎市 奈井主工町 多治見市 目黒区 豊島区 魚津市 芽室町 名張市 岐阜市

子ども会議 ○ ○ ○ ○ ○ ○

救済制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画立案推進 ○ ○ ○ ○ ○

施策評価検証 ○ ○



3 東京都調布市 「子ども条例」（2 0 0 5 年3 月）

4 大阪府池田市 「子ども条例」（2 0 0 5 年3 月）

＜ 子どもの（健全）育成に重点が置かれた条例 ＞

このほか健全育成の流れを残 しながら、少子化対応や社会環境の改善などをね らいとした条例群も制定されてきています。

1 東京都世田谷区「子ども条例」（2 0 0 1年 1 2 月）

2 金沢市 「子 どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例」

（通称 「子ども条例」、2 0 0 1年 1 2 月）

3 島根県出雲市 「2 1世紀出雲市青少年ネ ッ トワーク条例」（2 0 0 2 年3 月）

4 愛媛県松山市 「子ども育成条例」（2 0 0 4 年 4 月）

5 長崎県佐世保市子ども育成条例 （2 0 0 6 年6 月）

子どもの権利を個別分野で重点的に保障する個別条例

地域 や子 ども の実状 や行 財政 事情 な どか ら、プ総合的 な子 ど も施策 を前 提 と した 条例 で はな く、個別 の子 どもの権 利問罠喜・

重点課題 に対応 してい くこ とを目的 と した 条例 （＝個 別条 例） も制定 され てき ま した 。

＜ 子ども相談・ 救済に重点を置いた個別条例 ＞

子どもか らの相談を念頭に置き、オンブズパーソン、子どもの権利擁護委員など、子 ども匡I有の公的第三者相談・救済機

関を設 置す るな ど子 ども の権利 救済 を 図る こと を目的 と して条例 が 、 1 9 9 8 年の 「川 西市 子 どもの 人権 オ ンブズパ ーソ ン条

例」 を皮切 りに して 各地 に制定 され る傾 向 があ ります 。 この権 利救 済型 の個別 条 例は 、川 崎市の 総合 条例 と とも に、 日本 に

おけ る子 どもの権 利条例 づ く りの草分 け的 存在 であ ると いって よいで しょう。

1 兵庫県川西市 「子どもの人権オンブズパーソン条例」（1 9 9 8 年 1 2 月）

2 岐阜県岐南町「子どもの人権オンブスパーソン条例」（2 0 0 1年 3 月）

3 川崎市 「人権オンブズパーソン条例」（2 0 0 1年 6 月）

4 埼玉県 「子どもの権利擁護委員会条例」（2 0 0 2 年3 月）

＜ 虐待防止に重点を置いた個別条例＞

児童虐待防止法の制定後、これを補完 し、地域における児童虐待の予防を図る条例も制定されてきています。

1 東京都武蔵野市 「児童虐待の防止及び子育て家庭への支援に関する条例」（2 0 0 3 年 12 月）

2 三重県 「子どもを虐待から守る条例」（2 0 0 4 年 3 月）

3 埼玉県行田市 「児童、高齢者及び障害者に対する虐待防止条例」（2 0 0 4 年 1 2 月）

＜ 防犯・安全に重点を置いた個別条例＞

1 さいたま市 「学校災害救済給付金条例」（2 0 0 1 年 5月）

2 奈良県 「子どもを犯罪の被害から守る条例 （2 0 0 5 年7 月）

3 滋賀県長浜市子どもを犯罪の被害から守る条例 （2 0 0 6 年9 月予定）

このほか、直接子どもの権利だけを対象にしているわけではないが、東京都中野区 「 教育行政における区民参加条例」で

は、 その4 条 にお いて 、権利 の主 体 であ る子 ども の意 見表 明・ 参カロに配 慮 しな けれ ばな らな いと規 定 してお り、また教 育行

政・政策への市民参加を制度化 した舞例 として 「鶴ヶ島市教育審議会設置条例」などがあ ります。これらは、将来 「子 ども

参カロ支 援条例 」 とい うジ ャンル を形 成 してい く可 能性 があ る といえ ます。

（ 編集部 喜多）

子どもの権利条約 第 85号・ 20 06年 10 月 15 日号

』



：▲亡 巨∃

□御足 された子 どもの雄和条例 ①

「 岐阜市子どもの権利に関する条例」の制定とその概要

今年 にな って か ら、乗 ラ毎地 方 では子 ども の権 利の 保 障を 目

指す 自 治 立 法 と して 、 2 つ の 条 例 が 誕 生 した 。4 月 施 行 の

「 岐阜市子 どもの権利 に関する条例」（以下、「岐阜市条例」）

と来年 1月施行の「名張市子ども条例」（以下、「名張市条例」）

である。後者は議員提案条例であり、いずれも3 月の定例市

議会で可決・成立 した。

本稿では、岐阜市条例の制定の流れとその大まかな中身を

報告する。

（ り 制定の経過

岐阜市で条例が制定されたき っかけは、 2 0 0 3 年 1 2 月、

定例市議会 において、子どもの権利条約に対する市の取り組

みにつ い て一 般 質問 が行 わ れた こと であ る 。 これ を受 け て 、

翌2 0 0 4 年度は、市民参画部人権啓発センターを事務局に教

育委員会 を含 む子 ど も関係 部局 横断 の検 討 プロ ジ 工ク ト会 議

が置かれ、子 どもの現状と施策状況についての検討、多治見

市への訪問調査を行った。同会議では、健全育成型条例も検

討され たが 、あ くま で子 ども に主体 を置 くべ き とす る考え の

もと、後述の4 つの権利を含む骨子案を示 した。

2 0 0 5 年 6 月から外部委員による 「ぎふ子どもの権利条例

懇話会 」 を開催 して 骨子案 を検 討 し、 1 1 月 に案文 を示 した 。

この 間 、ジ ュ ニア リー ダー 研 修会 で の 意見 聴 取、「子 ど もの

権利 を考 える市 民 フ ォー ラム 」の 開催 、パ ブ リ ックコメ ン ト

を実施 してい る。特 にパ ブ リ ックコメ ン トに関 して は、 市立

学校において積極的な協力が得 られ、計 1 2 2 通の意見が提出

され た。

同年1 2 月に市内の国公立中学校推薦の生徒5名からなる子

ども委員会を開催 し、小学校 4 年生以上が理解 できる条例

「子 ど も版」 を 作成 し、彼 らの アイ デ アに よ り 「子 ども の権

利～みん なの約束 ～」 と して普及 する と した 。

（ 2 ） 岐阜市条例の特徴

この条 例は 、前文 、6 章 1 7 条 と附則か らな り、子 どもの 権

利条約に基づいて、すべての子どもの幸せのために、子ども

ぽ
主性を尊重 し、その権 利の保 障 を図る こと を目的 とする 。

子どもの権利条約 第 85 号・ 2 006 年 10 月15 日号

高 木 章 成 （法政大学大学院）

目的 の 中 に 、「子 ど もの 幸せ 」 を盛 り込ん だ こ とは 、 この 条

例の特徴であり、制定者の 「想い」である。

次いで、「子どもが一人の人間として持 っている特 に大切

な権利」として、「安全に安心 して生きる権利」、「のびのび

と育 つ権 利」、「自分 を守 り、 自分が守 られる権 利」、「意 見 を

述べ、参加する権利」を掲げ、適切な支援が受けられること

を言匡った 。

また、子どもに対する 「権利の自覚と他の人の権利を尊重

する責務」を含めた各種の責務規定を置いている。子どもの

責務規定は名張市条例にも見られ、棄ラ毎地方の 2 条例にみ ら

れる大きな特徴である。担当者の説明によれば、これらの規

定は訓示規定に過ぎないが、「おとなの子どもへの約束」 と

「 子ども同士の約束」が含まれている。制定者による子どもの

主体性を期待 した「子 どもの あ り方」イメー ジの反映 であろう。

このほか、これらの責務の実現と子どもの権利の総合的保障

のための推進機関として、公募市民を含む 「子どもの権利推進

委異会」が設置され、今年度は年 2 回の開催を予定している。

（ 3 ） 条例施行後の施策展開

今年度、岐阜市においては、条例制定を受け、啓発の一層

の推進、小中学校における条例学習プログラムの完成、子ど

もの権利を損なう状況の把握を課題 とした。具体的には、条

例チラシ（6 5 ，0 0 0 枚）と子ども版（3 8 ，0 0 0 枚）を各学校、

町会等を通 じて配布 し、市報で特集を組んだ。また、各種研

修会で 活用 で きる子 ど もの権 利 に関す るプ レゼ ンテー シ ョン

資料 （パ ワー ポイ ン ト） を作成 中で ある。

岐阜市条例ではオンブズパーソン等、救済機関に関する規

定は置かれなか ったが、従来か ら市内に2 つある相談室 （家

庭児童相看炎室・少年センター教育電話相談）を充実 していく

ことに した 。2 つ の相談 室 について は条例 チラ シにも明示 し、

広報 して いる 。 また、岐 阜 市で は、 チ ャイル ドライ ン等の 市

民活動との協働も行われている。

以上、今年4 月に制定された岐阜市条例について、制定の

流れと条例の大まかな中身を述べてきた。岐阜市においては

制定 初年 度 と云 う ことで 、従来 の取 り組 みの 充実 にカロえ、新



たな取 り組み を展 開 しよ うと して いる段 階 であ る。 この 条例

は、前 述の よ うに「子 どもの あ り方」イ メージを反 映 した条文

構成 とな ってい るが 、今後 の政 策展 開 にお いて 、 このイ メー

ジが いか に具体化 されて い くの か、注 目される ところで ある。

□御足 された子 どもの撥御条例 ④

「 岐阜市子 どもの権利 に関する条例」

h tt p ：／／W W W ．C ity ．g ifu ．g ifu ．jp／jin k e n －C e n t a ／k o d o m o －

k e n「i／in d e x．h t m l

「 名張市子ども条例」

h t t p ：／／w w w ．e m a c h ト n a b a 「i．jp ／ji n k e n ／d a t a ／jy o u 「 e i／

ko d o m o jo u「e i．h tm l

芽室町子どもの権利条例の制定と有効性

北海道中川郡の 「芽室町子どもの権利に関する条例」（以

下、芽 室条 例 とい う） は 、2 0 0 6 年 3 月 6 日に制 定・ 公 布 さ

れた。この条例の制定経過および今日的な役割 について検討

して みた い。

この 条例 づ く りの 出発 は、 2 0 0 5 年 3 月 に芽 室町 が作 成 し

た冊子 『芽室町自主・自立推進プラン一新 しい理想郷の芽室

づくり』 か ら、 とい われ て い る。 この 冊子 の （ 7 ） 節 、「次

世代 が 夢 と希 望 を持 て るま ちづ く り」 の なか に 、「次 世 代 を

担う子 ど もた ち を育成 す る ため に 、（仮 称 ） こ どもの 権 利 に

関する 条例 を 制定 します 。」 と記 載 され た 。芽 室 町 は、 地方

分権法 （2 0 0 0 年）の下で、地方の危機的な財政事情をふま

えつつ 、 2 0 0 4 年 2 月 、「当 面 、市 町村 合 併 を しな い で 『自

主・ 自立 のまち づ く り』を進 め てい くこ と」 を決意 し、 この

方針に基づき、町民・議員・行政によ り構成される「町民検

討会議」が、「芽室町自主・ 自立構想」を策定 した。町はこ

の構 想を尊 重 し、 これ をふ まえて 作成 した のが 自主・ 自立推

進プ ランの冊 子で ある。

この よ う に市 町村 合併 問題 を背 景 と して 、町 民参 加の まち

づく り構想 のな か に条例 が位置 づ け られた こ と、 と くに子 ど

もの地 域参 加・ 社会 参カロを軸 にす えた 「まちづ くり」を構 想

して いた と ころに芽 室条 例 と して の基 本的 特徴 があ る。 その

ことは、この冊子をうけて、所管の住民福祉部が条例原案づ

くりのための 「検討委異会」を設け、その委員公募に合わせ

て開催された 「めむろ自治町民講座」（2 0 0 6 年 6 月）に奈

井主工町の北 町長 を講 師 と して招 い てい た ことを みて も理解 で

きる 。（中空 矢口郡 奈 井江 町 で は、 子 ども の権 利 条例 に基 づき

子ども会議が活動 し、市町村合併の可否 に関する 「子 ども投

票」、合併 しない選択をしている。）検討委員会は、 2 名の公

募町民 を含めて 1 1名で構成され、 2 0 0 6 年 7 ～ 1 2 月まで9

回の会 議 を開催 した 。 1 1月 2 2 日、町 長 に 「条例 の 原案」 を

提出 し、 パ ブ リ ック コメ ン ト（約 1 ケ月） にかけ られ 、そ の

喜 多 明 人 （早稲田大学）

結果を踏 まえて、 1 2 月管理庁議、全体庁議を経て、 1 2 月

1 6 日議案送付された。この条例案は 1 2 月町議会定例会 に提

案され、翌年3 月全会一致で採択されたのである。

芽 室条 例 は、 この よ うに短期 間 ではあ るが 町民 参加 によ っ

て制 定 された こと、条 例の 方針 、中 身 に関 しては 、相当 に奈

井江町子どもの権利に関する条例が影響を与えたことが理解

できる。 た とえ ば 「飛 び 出す教 育委 員会・ 子 ども トー クー中

学校単位生徒会と教育委員の意見交換会」（中学生用、小学

生用も別途開催）（芽室条例 19 条一小学校4 校、中学校3 校）

などについては、自治体規模が小さい利点を生か した出前型

子ども会議の開催とい う点で奈井江町の経験がよく生かされ

てい る。 また 、「子 ども 自身が 抱え る 問題・・ に関する相 談」

（1 4 条 2 ） に つ いて は 、「ス クール ア ドバ イザ ー」 制度 の 運

用な どが、「児童虐待」などの 「救済委員会」（1 8 条 3 ）に

ついては、「「芽室町児童虐待防止ネ ッ トワーク会議 「救済」

「 担当部会」（設置要綱 7 条）が機能 しており、これらの制度

をさ らに有効 に働 かせ てい く ことが条 例の 役割 であ ると認識

されて いる 。
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□御定途上の子どもの権利条例 ①

北海道北広島市

「子どもの権利条例検討委昌会」の今後の動き

北広島市は、市長諮問機関である 「子どもの権利条例検討

委員会」（以下委員会）が、権利条例策定のための素案づく

りを 開始 しま した 。委 員 の 構 成 は 、市 内教 育 関 係 団 体 代 表

1 5 名、学識経験者 1名、公募市民委員4 名を含めた2 0 名。

が、策定の目的・理念などの策定概要は、事務局 （市の関係

部課 に よる プロ ジ 工ク トチ ーム ）が 作成 。策 定の 基本 姿勢 は

（ D 市民参 加・子 ども参カロで お こな う策 定 プ ロセス の重 視 （診

総合条例 であ る こと （卦北 広島 ら しさの ある 市民 条例 であ る

こと の 3 つ。第 1回委員会 （今年 1月）は、策定理念である

「 子どもの権利条約」（ユニセフ抄訳）の概要説明と条例策定

の基本姿勢の確認。第 2 回 （3 月）は、委員が4 グループにわ

かれて ブ レイン・ ス トー ミン ク し発 表 しあ うとい うも の。 テ

ーマは、北広島市の子どもの現状 （実態）や子ども観、子ど

もを と りま く社会 や地 域の 状況 な どを 、それ ぞれ の委 員の 立

場や経験から発表 。第 3 回 （4 月）は、委員会内に部会をた

ちあ げ、そ れぞ れの部 会 が自 らの フ ィー ル ドで調 査 （市民 ア

ンケー ト） し委員 会 に提示 して い く ことを確 認。 部会 は 「幼

児・親部会」・ 「小中高校生部会」・ 「子 どもの指導者部

会」・ 「地域部会」（各部会5 名の委員で構成）の4 部会。第

4 国 （5 月）・ 5 回 （6 月 ）は各 委 員の 現場 か らの レポー ト発

表が 中心。 さ っそ く体 罰論 議 が勃発 した よ うです 。い っぽ う

で委員会内の認識や見解の相違点がクローズアップされまし

た。「子 ども観」「体罰論議」「権利 と義務 表裏一体論議」

「子 どもの わ が まま論 議」 な ど な どで す。 第 6 回 （9 月 ） は 、

各部会 に よる アンケ ー ト案の検 討 がス ター ト。今 年中 にアン

ケー トの実 施・ 集約・ 分 析を へて 条例素 案 をつ くる とい うタ

イム スケ ジ ュー ルか らす る と、現在 進行 中 のア ンケー ト案 の

内容 検討 は 山場 とい う こと にな りま す。 最終 答 申は来 年 5 月

を予定。

制 定 にむけ始 動 した北 広島 市 ですが 、気 にな る ことが あ り

ます。一 つ は、広 く市民 に条 例の 意義 を伝 え よう とい う場面

がない こと。不 安 で す。 予算 が 8 5 万 では 少な か った の で し

ょうか 。二つ はア ンケ ー ト内容 のゆ くえ 。ア ンケー ト作 成の

検討の過程で部会の委員が共通の基本的認識を形成 しあえる

ぱ
ミポ イ ン トの よ うな 気が しま す。三 つ は子 どもた ちの ため

子ど もの権 利 条 約 第 8 5号 ・ 20 06年 10 月 15 日号

土 田 敏 弘 （北広島市市民・高校教諭）

の子 ど もた ちに よる条 例 で どこまで あ り うるか。子 ども は策

定の ため の調 査の 材 料で しかな くな るの か ど うか 。 とても気

になります。四つが権利と義務の平行棒が大人の立場だけで

議論 され 、子 どもの義 務条 例の 様相 を呈 して しま うの ではな

いかという心配。この心配は、多様な考えの大人市民が「子

どもの権利」を学び知る共通のステージ（講演会やシンポジ

ューム） が ない こ とが原 因で す。 とに か くアンケ ー ト調 査だ

け実施 して終 わ って しま うの か （ふたた び アンケ ー トの 内容

が気 に な ります が） も気 にな ります 。 とにか く委 員会 にお け

る各部会単位での徹底した学習や共通認識形成への取 り組み

に十 分 な時 間を か ける こと。策 定 プロ グラム を再検 討 し、子

ども参カロの策定 プ ログラ ムを実現 す ることが課 題で す。

最終答 申後は、庁議や議会への事前説明を経て市長が市議

会に提案 とい うスケ ジ ュール。 議会提 出は来 年の 9 月を予 定。

あと 1年 とい うこ とにな ります。 次回 委員会 は 1 0 月 中旬。委

員会だけではな く、単独部会の形が可能であるかも検討 して

いるよ うです。前 回の部会では、小中高生部会や地域部会の

委員の 欠席 が 目立 ち ま したま が、各 部会 内の 委員 ど う しで調

整して い る との こと です 。9 月 の 委員会 の傍 聴 人 は私 をいれ

て計6 名。 すべ て 在住 の市 民 で した。 なお ニ ュース レター作

成にあたり、委員会事務局の藤島さんに資料をいただき、お

話を聞 きま した。
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□制定途上の子どもの撥科条例 ④

北海道札幌市

子どもの意見を反映させた

「札幌市子どもの権利条例（仮称）」制定に向けて

札幌市では、上田文雄市長の方針 により、昨年 4 月以降、

（ 仮称）「札幌市子どもの権利条例」制定 をめざし、準備が進

められて いる 。

この条 例 づ く りの 特徴 は第 一 に、住民 参 カロと討議 の豊 か さ

にある。昨年4 月に発足 した審議会 「札幌市子 どもの権利条

例制定検討委員会」では、条例案の起草 にとどまらず、保護

者、子ども、教師それぞれを対象と した懇談会の開催、子 ど

もの実態把握のための出向き調査、子ども未来局 との各種 フ

ォーラムの開催など、民主主義の実験とも言 うべき多様な住

民参加の実践が展開された。さらに子どもの意見を反映させ

るため 、 出向 き 調査 によ る子 ど もた ちへ の 聞 き取 りの ほか 、

各学校 においては、「子どもの権利」を題材に した授業が組

まれた。今年2 月には、公募で選ばれた 3 2 人の子どもたちに

よる 「子 ども 委員会 」 が発 足 し、札 幌の 子 ども にと って大 切

な権利と権利侵害からの救済について議論が行われた。 D C

l 札幌セクションや札幌市子どもの権利条例制定市民会議な

ど市民団 体 による 条例 案づ くりも行 われ るな ど、 市民 に よる

自発的な学習と討議の場が広がっている。

条例素案の内容も特徴的である。検討委員会の最終報告を

受けた札幌市は、本年 7 月に条例素案を作成・発表 した。素

案は7 章 か らな り、 条例 の 目的 を 「子 ども が 自 らの 意 思で の

びの び と成長 発達 して いけ るよ う、子 ど も にと って大切 な権

利等を 定め る こと によ り、子 ども の権 利 の保 障 を・図る こと」

とした 。第 3 章 では 、子 ど も委員 会 か ら出 され た意 見 をその

まま取 り入 れる形 で、子 ども に とって大切 な権 利 を明記 した。

この 中 には、子 どもの 安全 を脅 かす事 件 が多発 してい る こと

を踏まえ、「命が守 られ、平和 と安全のもとに、安心 して暮

らすこ と」 が盛 り込 ま れた 。さ らに 「あ りの ままの 自分 を大

切にされる こと」「他人 と比 較さ れる ことな く、 自分の ペー ス

で生 きるこ と」「自分が思 った こと、感 じた ことを 自由に表現

する こと」な ども明記 され、「夢 に向か ってチ ャレンジ し、失

敗して も新たなチ ャレンジをする こと」 が盛 り込まれ た。

条例の実効性を確保するため、必要な措置も盛り込まれた。

子どもの権利の保障状況を検証する 「子どもの権利委員会」 …

小 林 勇 樹 （北海道大学大学院）

を設置 し、「子 どもの権利に関する推進計画の策定」を行う

こととな った 。一 方 、子 どもの 権利 オ ンブ ズパー ソン制度 の

創設を想定 した 「第5 章 子どもの権利の侵害からの救済」

では、最終報告書において盛 り込まれた権利救済機関の機能

や役 割 を記 した文 言が 削除 され るな ど、 内容 が後 退 してい る

ところもあり、市民団体か らは検討委員会の最終報告を尊重

する よ う意見 が 出され てい る。

9 月現 在 、条例 素 案 に対す る パブ リック・ コメ ン トが 終了

し、 条例案 の策 定 は最終 段 階 にある 。パ ブ リ ック・ コメン ト

には 、子 ども と大人 か らあわせ て3 5 0 4 件 の意 見が提 出され 、

市民の関心は高まっていると考えられる。札幌市は、議会審

議を経て今年度中に条例の制定を目指すとしている。市民団

体も、議員や子どもたちとの意見交換会を予定するなど、市

民に よる条例 づ く りの取 り組み は さ らに活性 化 してい る。
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□御足途上の子どもの権利条例 ⑨

大阪府

「大阪府子どもの権利についての条例（仮称）」

制定に向けての「子どもの権利観」確立の必要性

検討中の 「大阪府子どもの権利 についての条例 （仮称）」

は、「府議会 9 月定例会」や W e b ページなどで公開され、意

見を募 った後に、再討議を経て検討会議の提言と してまとめ

られ、府議会で審議される予定である。これまでの検討状況

は、「生活文化部次世代育成支援室少子対策課」のW e bペー

ジを ご参照 頂 きたい 。 これを 基 に、条 例 を方 向づ ける 問是喜意

識や子 どもの権利観、条例の実行に影響を及ぼしうる府の社

会関係について、論点を述べる。

1 ．「問題意識」を巡って

条例制定を動機 づける 「背景・趣 旨」 には、子どもへの 萱

「 虐待 」 な どに みる 「子 ども の権 利侵 害 」 だ けで な く、 子 ど …

もによる 「い じめ」 や 「非行 」 など 「子 どもの 健 やかな 育 ち 董

の侵 害」が挙 げ られて いる。

一方 、 2 0 0 5 年 1 0 月 か ら2 0 0 6 年 1 月 にか け て実 施 され 重

た「おおさか子 ども会議」に参加 した子どもたちが検討会議 …

において述べ た 問題意識 は 、文言 と して は挙 げ られ ていな い。 壬

2 ．「子どもの権利」を巡って

「子 どもの権 利」 につい て は子 どもの 「尊厳 」 に加 えて子

どもの 「基本的人権」 が規定されているが、「子どもの権利

侵害」については「子どもの尊厳、基本的人権を損なう身体

的又は精神的な暴力等」 と定義されている。

また、「子どもの最善の利益」 に言及されながらその決定

主体が明確にされていないなど、子どもの権利が十全に規定

されていない一方で、子どもの責務が規定されている。

3 ．「市町村」・ 「民」との「社会関係」を巡って

府の 「市町村」 に対する役割 には 「市町村との協力」が挙

げられて い るが 、市 町 村 か らは意 見 が 出さ れ てい な いな ど 、

府と、大阪市や堺市とい った政令指定都市を含めた府下の市

町村 との 、双 方向的 な関 わ りを認 め ていな い。

また、府の 「民」 に対する役割には府民 に対する 「啓発」

院

に対 す る 「周 矢口」 が 挙 げ られ て い る が 、前 述 した

の権利条約 第 85 号・ 2 006 年 10 月15 日号

山 本 智 子 （大阪府立大学大学院）

「 子ども」の 「責務」規定に加えて、「保護者」や 「府民」 に

対して 「養育の第一義的責任」や 「地域社会づくり」が規定

されるなど、条例の実践面では 「民」の役割が重点化されて

いる。一方、「事業者」の企業倫理を問う、「子 どもの尊厳を

損なわない事業活動」規定には注目されるが、事業者代表が

検討会議の委員を構成 していないことなどから、責務が規定

され うる当事 者 によ る、相互 的な議 論 は行われ ていな い。

「子どもの権利」を巡 っては、「子どもの権利条約」など

に認 め る よ うな加 算 的 な考 え方 と、「子 ども に権 利 を保 障す

るな ら義 務も課 す」 とか 「子 どもを大 人 と同様 とみなす か否

か」といった議論に認めるような二者択一的な考え方が存在

する。活発な議論を期待 したい。

「 大阪府生活文化部次世代育成支援室少子対策課」

h ttp ：／／W W W ．P「ef．o s a ka ．jp ／ko s e is ho n e n ／



い ま 、子 ども は学 校 や地 域 で 、 どの よ うに意 見表 明 し、社 会 参 加 して い る の で しょ うか 。 ま た大 人 が どの よ うに子 ども た ち を

サポ ー トして い るの で し ょ うか。 子 ど も主 導 で活 動 す る 「場 」 を取 材 し、子 ども た ち の 声 や様 子 を中心 に 紹介 してい き ます 。

連載第 1 回 目は、杉並区 の児童青少年 センター 「ゆ う杉並」 の中・ 高校生運営委 員の メンバ ーに会 いに行 きま した。「ゆ う杉

並」 は中・ 高校生の ための児童館 と して、文化や芸術 、スポ ーツな ど自主的 な活動 を し、生 き生 きと交 流で きる居場所 です。

ゆう杉並中・高校生運営委員会の活動

「ゆう杉並中・高校生運営委員会」は、 1 5 名で構成されて

います。任期は 1 年間で、今年度は第 1 0 期。毎月の定例会と

部会 で、集 大成 と しての 「アク テ ィブ フェス タ」 を含 め、 年

間い くつ かの イベ ン トを企画 運 営 し、利用 者 か らの意見 を 聞

きな が ら、利用 者 カー ド「ゆ うカー ド」 活用方 法 の改善 や 自

販機 の設置 な ど、 自分 たちの 居場 所づ く りを して いま す。 年

度の初めに合宿を行い、今年 1年間の ことを話 し合 ったそ う

です が、 rとにか く、す ごい話 した ！充 実 した ！』 との こと 。

夜を徹す る ぐ らい盛 り上 が り、 1 年 間の良 い スタ ー トとな っ

たよ うで す。

9 月の定 例会 は、2 2 日の夜 、開 かれ ま した 。中 3 か ら高 3

までの9 名が出席。文化祭準備などで一1t しい中、駆けつけて

くる 人も いま した 。今 回の主 な議 題 は、 1 1 月 1 1 日 に行 うま

つりについて。「夜祭 り」 をイ メー ジ しているそ うです 。

進行や書記や各部会からの報告などの役割分担も、 “一緒に

やってい る仲 間” な らでは の絶 妙な 呼【吸です 。 トン トン と進

んで い くな あ…と思 ってい た ら、「運 営委員 T シ ャツ」の デザ

インで ヒー トア ップ ！こだ わる と ころ には こだわ る メンバ ー

の“あそび心 ”が見 えま した。 rと にか く、おも しろそ うな こ

と、楽 しい ことをや りた い ！』 と語 って いた言葉 を思 い出 し、

みん な で楽 しい こと に向 か うか らこそ 、お互 い が遠慮 せ ずに

意見 を出 し合 ってい け るの だ な あ、 と感 じた シー ン で した 。

また 、まつ りでの 「電飾の プラネ タ リウム案」 は、『学校 の先

生に相談 して 実験 して みた 』な ど 、 自分 の や ってみ たい こ と

のため に、積 極 的 に

人に働きかけ、実現

を目指 しま す。 ちな

みに、実験の結果は

失敗 で した。

そ して、会議全体

を通 して印象 的 だ っ

たのが、メンバー一

人ひ と りの個 性 が活

きて い る と い う こ

と。r共通認識を持

てる まで話 し合 うか

ら、 とて も時 間がか

かって、 いつ も話 し

合い が長 くな る』の

だそ うです が 、 こん

なふ うに 、お互 いの

こだ わ り を 尊 重 し

て、時間をかけてい

くか ら、一 人 ひと り

の個性の活きた、型

には ま らな い 自分た

ちの イベ ン トにな る

ので し ょ う 。
運営委 員会主催 イベ ン ト

そんな “こだわり”の強い運営委員会を見守る担当職員は、

会議の問 、委員 たちか らの 『ホールの 空いて る 日は ？』とか、

お金の ことな どの相談 を受 け、彼 らが企 画 して い くの に必要

な情報を提供 します。運営委員たち にとって職員は F随時、

相談できる』存在です。

杉並 区は 「子 どもの意見表明の場を増やす」「子 どもの自

主・ 自立」 のね らいを も ってい ます。担 当職員 は、 この 1 0 年

間で、 関わ るお とな と しての スキ ルも でき てき ま したが、 そ

れでも 常 に 「お とな の立 ち位 置 、ど うサ ポー トする か」を検

討してい るそ うです。 r子 ども一人 ひ とりの 思い を大切 に しな

がら、担 当 職員 と しての ビジ ョン を ど う伝 え る かが難 しいj

r 子どもは、子 どもの意見を言う。おとなはおとなの感覚・感

性をだ す 。バ ラン スは難 しい です が、 そ うゆ う姿勢 でや って

います 』 －「や らせる」 でもな く「ほ った らかす」で もな く、

まず子 どもが 「意見表明 して●もいいんだ。自分の意見を言い

たい 。」 と思 え る環 境 をつ く り、 その 上 で子 ども とお とな が

“や りと り” しているの です。

担当職員は 『委員の仕事は利用者の代表としての運営に関

わるの で 、責任 はあ りますが 、 自分の 意見 を言 う ことを楽 し

ん‾ごほ しい。 いろん な利 用者 が いて 、好 き 嫌い を超 えて 、い

ろんな違 いを矢口ってほ しいの です。』 と運 営委員へ の思い を語

つて くれ ま した。

最後 に 「ゆ う杉並」 の 運営 を rゼ ロか らや ってい くj とい

う意識 をも って いる彼 らに、『運 営委員の仕 事 は、自分 にとっ

て、どんな経 験で すか ？』 と問いか けま した。

帽 りってい く側 がお も しろ い』 － しゆんた（高3 ）r学校 では

学べな いこ とを学んで る』 －サ トー（高2 ）rゆ う杉 並大好 き ！

意見が出し合えるんだ』－ハギー（高 1）など、自分で自分たち

の居場 所 づ くりを して い く経験 を、 とても 必要 と してい るこ

とを感 じま した。

また F全然関係ない人と集まって、話 をして、お互いの違

いに触れ るの が楽 しい』 －コル コ（高 3 ）rきつい けど、

子どもの権利条約 第 85 号・ 2 006 年 10 月15 日号
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が励 ま して くれ る』 －くぼ っち（高 2 ）Fみ んな とや って い こっ

て思 う』 －けい ち やん（中3 ）な ど、一 緒 に運 営 して い く中で 、

人と人がつながっていく貴重な経験を積んでいるのです。

そ して 『いろん な人 と矢口り合 って、客 観 的 に見 る 目が養 わ

れた』 －オオ カワち やん（高 1）『運 営委 員3 年 目だ けれ ど、毎

年違 う。先輩 か ら学 んで 、今年 は下 の子 を みて …人 と して成

長でき た と思 う。』 －じ ゆん じゆん（高 3 ）な ど、 自分 自身の 育

ちを実感 し、誇 らしげに語 って くれま した。

● ■l

弼rゆう杉並は高校生までだけど、大学生になっても来たい

な。大 学 生も い いこ とに しよ うか ？』 と笑 い合 う運営 委員 の

メンバー は、生 き生き と していて 、頼も しか った です。

「杉並区（ゆう杉並）」

h t t p ：／／W W W 2 ．c it y ．s u g in a m i．t o k y o ．jp ／m a p ／d e t a il．a s p ？ h

O m e ＝H O 1 5 6 0

（編集部 岸畑）

第3 国子ども国会の報告

清水 麻 奈 （子ども国会実行委員）

子 ども国会 実行委員会 は、「子 どもたちの意見が取 り入 れ られる社会 の実現」 を目指 し、子 ども国会 を開催 してい ます。将来

を担 う子 ど も た ち 自身 が 、社 会 の 一 員 と して社 会 を見 つ め 、声 を発 して い くた め の場 を作 る こ とが 、団 体 の 活 動 で す 。 その 中 で 、

様々な人 がお互 いに学び 、変 わってい ける環境 を作 ります。

第一回子ども国会は、「世界中の子 どもに教育を」キ ャン

ペー ンの 日本の 行動 と して行 われ ま した。 この キ ャンペ ー ン

は、世 界 18 0 力国の N G O や教職 員組合 が そのネ ッ トワー ク

を利用 して 世界 中の 子 どもが 質の よ い教育 を受 け られ るよ う

に世界 同時 に行動 を起 こそ うとい うもので す。 当 日は、 1 1 3

人の子どもたちが、世界や日本の教育について話 し合 い、意

見書を採択 し、それを各党の議員、文部科学省、外務省など

へ手 渡 しに行 きま した 。そ の 年の 1 0 月 、民 主 党 か らの 中間

報告 をも らい、そ れ に対 する更 な る意 見 交換 を する ため 、5

月1 2 日、再 度議 員 さん を 訪 問 しま した 。そ して 、第 一 国子

ども 国会で 子 ども実 行委 昌 と して活 動 した学 生 メ ンバ ー がキ

ャンペ ー ンか ら独立 し、 第二 国子 ども 国会 開催 を 目指 し、活

動する こと にな りま した。

第二回子ども国会では、約 10 0 名の中高生が集い、国際 ・

教育・環境・福祉のテーマに別れ話 し合いを行い、意見書を

採択 し、 I L O 駐 日代 表 の堀 内さん や 、ア フ リカ・ペ ナ ン共

和国に学校を建てる活動を行っているゾマホンさん、民主党

神元美恵子議員、社民党福島党首、日本教職員組合などに意

見書 を手渡 しま した 。ま た、 1 2 月 には社 民党 の福 島党首 と、

保坂議員と、子 ども議員による意見交換会が行われま した。

そ して、 今年 第三 国子 ども が開催 さ れま した 。今 回の テー

マを 「対話・人の輪・世界の和 ～お互いが変わっていくた

めに～」 と し、 “主張 す る 時代 は 終わ った” と い うコ ン セプ

トから、様々な世代の人・様々な世界の人との対話を実現さ

せ、 自分を 矢口り、お互 い を矢口り、 お互 いが変 わ って い こう ！

とい う こ と を 目標 に しま した 。 約 4 0 名 の 中 高 生 が 、 東 京

代々木 オ リン ピ ック記念 青少年 セ ンタ ー に集 い 、一泊 二 日で

国際・教育のテーマに分かれて話 し合い、宣言書を作成 しま

今回 の分 科会 の テ ーマ は 、「マ ス メ デ ィア は戦 争 を と

子どもの 権 利条 約 第 85 号・ 2 006 年 10 月15 日号
虹

められ るか 」、「本当 の 国 際 支 援 と は ？」、「憲法 9 条 改 正」、

「 貧 困 問題」、「エ リー ト教 育 って ど うな の ？」 の 5 つで す。 1

日目に2 回、合計 5 時間半の討論の時間を設け、子 ども議員

さんに、それぞれのテーマの現実、理想、改善案 （政府にし

てほ しい こと、自分た ちにで きる こと）を話 し合 って も らい 、

最後 にア クシ ョンプラ ンを作 って も らいま した 。2 日目には 、

発表、そ して新 しい試み と して大 人との対話を行 いま した。分

科会 ごと にそれ ぞれのテーマ を専 門とする大人の方 々に参カロし

ていただき、意見交 換を しま した。子どもたち は、大人 の方々

が持 っている豊富 な知 識 に触れ 、多 くの ことを学ぶ ことができ

たようで した。大人 の方々は、子 どもたちが真剣 に社会 的な問

題について考え 、意見 を持 って いることを知 り、喜ん で下 さい

ました。お互いが良 い刺激 にな り、それぞれが持 って いた考 え

や意見に変化が生まれたのではないかと思います。

これから作成 した宣言書を各党の議員や政府関連施設、教

育関係者などにもって行き、意見交換をします。宣言書に書

かれて い る内容 を政策 決 定時 に反 映 しても ら うことや 、お互

いが変 わ ってい くこと を実現 する ため に、対 話の 要素 をで き

る限 り取 り入 れて いきます 。

子ども匡Ⅰ会 は、来年も再来年も続けていきます。それは、

参カロした子 ども 議員 さん か ら、子 ども が意見 交換 をで きる場

があ って嬉 しい 、 来年 も参 加 したい と言 っても らえる か ら、

そして 私た ち実 行委 員が 「子 ども の意見 が取 り入 れ られる社

会」を 実現 した い と強 く思 ってい るか らで す。多 くの方 々 に

支えられながら、子ども国会実行委員は今後も子どもの声を

より多 くの人 々 に届 ける活 動 を行 って いき ます。

「 子ども国会」

H P  h t t p ： ／ ／ k o d o m o k o k k a i ． n e t ／
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守宮包⑯ 切畠貌ヲ分Q 9 ＆ 盆㊥㊥飢 n 雀白色包

1 1 月1 1・ 1 2 日に熊本学 園大学（熊本市）で 〃

熊本 でフォーラム開催の準備 を始 めたのは昨年 11月の こ とで した。今年4 月22 日に熊本学園大学 で「結成 の集 い」 を開 いて実行委

員会 を結成 し、以後 、賛 同会 員 （一 口千 円）、賛 同団体 （一 口 5 千円） を募 りなが ら、 2 週 間に一度の 実行委員会 を重 ねてい ます。

熊本 の高校生 は課 外授業 や部活 で時間的 に縛 られ ている ことが多 く、実行委員会へ の参加 が難 しいのです が、こ うい う状況 がまさ

に熊 本 の 課 題 だ と痛 感 しなが ら、 多 くの 子 ど も た ちの 参 加 を実 現 す る た め に試 行錯 誤 を続 けて い る と ころ で す 。

今年 の フ ォー ラム の テ ー マ は、「子 ど もの 力 を うば わ な い で ！

てい る わた しな の で す

《 プ ログラム》

1 1 日 （土）

わか っては しい ！おとなと子 どもの あいだで、なぜ かム カつい

」。 熊 本 の子 ども の メ ッセ ー ジ、 い か が で す か ？全 国 の み な さまの ご参 加 を心 か らお待 ち してい ます 。

（実行委員長 砂川 真澄）

1 3 ：0 0 ～ 17 ：0 0 オープニンクと全体会

○ うたとお ど り‾ごは じま りだ （や まなみ こども園の子 どもた ち）

○講 演 「子 どもの力 をうば うの はだれ だ ？」 講師 ：ピア・ コーベ ラさん （2 2 歳 ）

○感 じた こと、思 ったこ とを話 そ う、他

1 7 ：3 0 ～ 1 9 ：0 0 交流会

1 2 日 （日） 1 0 ：0 0 ～ 1 6 ：0 0

1 0 ：0 0 ～ 1 5 ：0 0 分 科会 ※午後はシンポジウムと同時開催です。

1 3 ：0 0 ～ 15 ：0 0 シンポ ジウム 「子 どもにや さ しい まちづ く り」

コーディネーター ：荒牧重人さん （山梨学院大学教授）

シンポジス ト：森田明美さん（東洋大学教授）、吉江律代さん（山鹿市子育て支援専門員）、

百田英子さん（志免町教育委員会教育相談員）、山並道枝さん（やまなみこども園園長）

1 5 ：15 ～ 1 6 ：0 0 クロー ジング

●参加費 ：子ども無料 （1 8歳未満または高校 3 年生まで）、おとな千円 （当日受付 12 0 0 円、2 日間有効）

●ホームページ http ：／／W W W 5 c ．b ig 10 b e ．n e ．jp ／～k－ta b le ／

子 どもの権利条約 第 85号・ 20 06 年 10 月15 日号
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；‾・コ＝■：‾■ ：＿　 ‾ヽ．：：・

①みんな集まれ ！触れて聴いて味わって嘆いで、自然 って楽 しいな ！ ○ 7 歳～おとな

（a 全盲で普通学級に通 う桂司さんを中心に障害児の教育権を語 り合う ○ 7歳～ 15 歳

③見て ！聞いて ！世界には、精一杯働いている子どもがいるよ ○ 1 2 歳～おとな

④市民の立場から国連に子どもの実情を報告、ぜひあなたも ！ ○ 子ども＆おとな

⑤ 「いのち」のさかのぽり－自分の生と命の輝きを見つめよう－ ○ 小学生～おとな

（むおとなが気づかずに行う子どもへの心理的圧迫について考えます ○ おとな

⑦アメとムチではなく、主体的な選択を子どもに促す育児プログラム ○ ○ おとな

⑧問題角牢決カアップのための 8 ステ ップ （い じめ対抗編 ・演習） ○ おとな

（卦離婚は私の我優 ？子から父を奪 う事 ？D V 環境では子どもも被害者 ○ おとな

⑩子ども時代を取り戻そう ！－フィリピンと日本の子ども問題－ ○ 1 5歳～おとな

（D 子どもの声を電話で受けつける活動を、ぐぜひあなたの地域でも ！ ○ 18 歳～おとな

（珍忍者遊びを通 して、仲間と表現しあう楽 しさを体験 していきます ○ 7 歳一∵1 2 歳

⑱権利条約について、ゲームを通して楽 しく分 りやすく学びます ○ 7 歳～おとな

⑭日本にすむ国籍 ・文化 ・言語が異なる家族の子 どもの権利を考える ○ 7歳～おとな
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今 回の セ ミナー は 、さま ざま な種 頬の ア イス ブ レイク を体験 し共 有 して い くこと を 目的 と して いま す0 アイ スブ レイ ク

のネタ を楽 しく増 や しなが ら、子 どもの 権利 に対 す る理解 を深 め 、子 どもの 権利 を尊 重 する支 援者 の役 割 やあ り方 を考え

ます。

「知 って い る アイ ス ブ レイ クの種 類 を 増 や した い 」「子 ど もの 年 齢 に応 じて アイ ス ブ レイ クを も っ と使 い分 け られれ

ば・‥」 と思 った ことはあ りませ んか ？この機 会 に、ぜ ひぜ ひ ご参加 くださ い ！お待 ち してい ます ！l

〉
〉
〉
〉

時

象

意

容

日

対

用

内

く

〈

く

く

1 1 月3 日 （金） ※文化 の 日 10 ：0 0 ～ 16 ：0 0 （1 2 ：0 0 ～ 13 ：0 0 休 憩）

子ども に関わ る活動 を してい る人 、ア イスブ レイ クネタ を増や したい 人 2 0 名

動きや すい服装 で ご参カロくだ さい 。また 、知 ってい るア イスブ レイ クがあ れば 、当 日紹 介 して くだ さい。

「初 対面 の リラ ックス系」「自己紹 介系」「気分 転換系」「気づ き系」 な ど場 面 に応 じたア イスブ レイ クが

盛 りだ くさん ！当 日の 詳 しい 「記 録」 を後 日お渡 しす るので 、 メモを取 る必要 な し ！

〈 会場〉 早稲田大学文学部キャンパス 第5 会議室

〈 参加費〉一般 ：おとな 2 ，0 0 0 円／学生・子ども （1 8 歳末満） 1，5 0 0 円 考

苧？††？UUH 琶会員 ：おとな 1／5 0 0 円／学生・子ども

〈 お申 し込み・ お問 い合 わせ〉

※資料・ 会場 な どの 準備 があ るので 、事前 申 し込み をお願 い します。

申し込 み 〆切・ ・ 1 0 月 3 0 日 （月） 12 ：■0 0 マ デに 「子 ども権条約 ネ ッ トワーク」 へ
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今こモ必要な、自分 と人とをたいせつにする人権の本 ！

▲l

E

J r

E

監修 荒牧重人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各48ペ ー ジ／A 4変 型判／ オ ールカ ラー

揃定価 17，64 0円（揃本体 16，8 00 円）

各巻定価2，94 0円（本体2，800円）

巻

巻

巻

巻

巻

巻

1
2
3
4
5
6

“自分をた いせつに”か らは じめよ う

いじめ、暴力、虐待から自分を守る

意見をいって自分もまわりも変わる

佐 々木光明 編著

坪井節子 編著

喜多明人 編著

いろし1ろな 人の人嘩 を考 える 石井小夜子 編著

立ちあがるせ界 の子どもた ち 甲斐田方智子 編著

情報 を得 ること伝え ること 野村武司・ 平野裕二 編著
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★発行人 喜 多 明 人

★編集人 岸 畑 直 美

★年会費 5 0 0 0 円 学生 3 0 0 0 円

18 歳未満 10 0 0 円

定 期 購 読 4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0
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